
令和８年５月１日採用 横浜市磯子図書館  

月額職会計年度任用職員（司書補助業務）募集要項 

１ 職務内容 

・ カウンターでの図書の貸出・返却（利用者応対） ・ 書架の整理

・ 図書（１箱あたり 10～20kg）の移動・仕分け作業 ・ 図書等の修理

・ システムへの入力作業

・ その他、職員の指示に基づく作業

※その他、大規模災害発生時における災害対応補助（基本的に補助的な業務で、勤務時間内のみ）

２ 応募要件 

次に掲げる事項すべてに該当する方を対象とします（司書資格の有無は不問）。 

・ 健康で、上記１に示した職務を遂行できる方

・ パソコンの基本操作（端末の操作、エクセル・ワードの入力など）ができる方

３ 募集人数 

１名 

４ 勤務条件および報酬 

任用期間 

令和８年５月１日から令和９年３月 31 日まで 

※上記の任用期間満了後に同一の職務内容の職が設置される場合で、かつ能力実証の結

果が良好である場合は、公募によらず再度任用される可能性があります。（最大４回） 

勤務日 

週５日勤務で所属長が事前に指定する日 

※月曜日及び火曜日から金曜日のうち１日休み。

※毎週土曜日、日曜日は勤務日。

※祝休日勤務あり。

勤務時間 
甲：８時40分～15時40分 乙：12時10分～19時10分 丙：10時15分～17時15分

※甲乙丙の交代勤務（それぞれの勤務時間内に１時間の休憩を含む）。

勤務場所 横浜市磯子図書館 

給 与 

月額 226,400 円 

※報酬額については制度改正等により変更となる場合があります。また、任用期間中に改

定される場合があります。 

※期末・勤勉手当、通勤費用（実費相当額）を別途、横浜市基準により支給

休 暇 年次休暇、夏季休暇等 

社会保険 健康保険（横浜市職員共済組合）、厚生年金保険、雇用保険に加入 

その他 

・その他勤務条件等は横浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例等の関

連規程に基づきます。 

・採用は条件付となり、その職で１月を勤務し、職務を良好な成績で遂行したときに正式

採用になります。採用後１月間の勤務日数が 15 日に満たない場合は、15 日になるまで延

長されます。 



５ 応募方法 

(1) 提出書類

・（必須）会計年度任用職員申込書（指定様式）

・（必須）作文用紙（指定様式）

次のテーマに沿って作文用紙２枚以内にご記入ください。 

テーマ：「図書館では、多くの正規職員や会計年度任用職員がローテーションを組み、お客様

への対応や図書の整理等の業務に従事し、働きやすい職場をつくり、市民に親しまれる図書 

館の運営に取り組んでいます。そのような職場で働くために、あなたはどのようなことに留 

意して業務に従事しますか。あなたの考えをお書きください。」 

・（必須）返信用封筒１通（選考結果送付用。返信先を明記し、110 円切手を貼付のこと） 

※所定の様式については、ホームページからダウンロードしていただくか、磯子図書館でも配

布します。

※手書きで作成する場合は、黒のボールペン（消せるボールペン不可）を用いて自筆で記入し

てください。

※提出していただいた書類は返却しませんので、あらかじめご了承ください。

(2) 書類提出方法及び提出期間

・提出方法：持参もしくは郵送（※郵便局で必ず「簡易書留」扱いにしてください。）

・提出期間

ア 持参の場合：令和８年３月 25 日（水）17 時 00 分まで

イ 郵送の場合：令和８年３月 25 日（水）必着

・提出先：横浜市磯子図書館

(3) 選考方法

・一次選考：書類選考

・二次選考：面接選考（第一次選考通過者のみ面接を受けていただきます。４月９ 日（木）を

予定しておりますが、詳細は追ってご連絡いたします。）

６ 問合せ先 

横浜市磯子図書館「会計年度任用職員採用担当」 

※平日（月～金） 午前９時 30 分～午後５時

〒235-0016 横浜市磯子区磯子３－５－１ 電話：045-753-2864 FAX：045-750-2528 

７ 採用までのスケジュール（予定） ※予定のため変更となることがあります。ご了承ください。 

令和８年３月 25 日（水） 応募締切 

令和８年３月下旬 一次選考 結果発送 

令和８年４月９日（木） 第一次選考通過者のみ 面接（日時は後日指定） 

令和８年４月下旬 二次選考 結果発送 

令和８年５月１日（金） 採用 

※選考に際してご提供いただいた個人情報については、採用選考及び採用に関する事務以外の目的へ

の使用は一切いたしません。ただし、採用者の個人情報は、人事情報として使用します。

※この募集は、令和８年度予算が横浜市会において議決されることを停止条件とする案件です。


